
平成２７年１月２６日 

 

株式会社 山陰合同銀行 

銀行保証付私募債(4社)の引受について 

山陰合同銀行（頭取 久保田 一朗）では、下記の私募債を引き受け、財務代理人を務めることと 

なりましたのでお知らせします。 

私募債は、一定の財務基準を満たす優良な企業が、その信用力を背景に発行するものです。 

発行企業は、長期固定金利の資金を調達できるだけでなく、財務の健全性やＣＳＲ活動の 

取り組み等をアピールすることができます。 

当行では、お客様の多様なニーズや資金調達にお応えできるよう、私募債引き受けに取り組んで 

まいります。 

 

記 

 

１．引受内容について 

   

                                        ＜次頁に続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私募債名 日付 発行会社名 

島
根
県 

ＣＳＲ型銀行保証付私募債 1月26日 株式会社 ジェットシステム (代表取締役 木村 和弘) 

ＣＳＲ型銀行保証付私募債 1月26日 神州電気 株式会社 (代表取締役 矢田 信一) 

鳥
取
県

プレミアム型銀行保証付私募債 1月26日 東宝企業 株式会社 (代表取締役 宇崎 孝也) 

兵
庫
県

ＣＳＲ型銀行保証付私募債 1月26日 株式会社 明石住建 (代表取締役 渡辺 喜夫) 



 

（１）ＣＳＲ型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 株式会社 ジェットシステム 

 代 表 者 代表取締役 木村 和弘 

 住   所 島根県松江市学園南１丁目１５番１０号 

 業   種 ＰＣサポート事業 

 発 行 額 第２回無担保社債(銀行保証付)      １００,０００,０００円  

期   間 ５年(定時償還) 

 資金使途 運転資金 

  ＜当社のＣＳＲ取組内容＞  

・独自の育児・介護支援制度を設けている。 

・島根県をホームタウンとするプロバスケットボールチーム｢島根スサノオマジック｣ 

   のメインスポンサーとして、地元スポーツ振興に貢献している。 

 

 

 

 

会 社 名 神州電気 株式会社 

 代 表 者 代表取締役 矢田 信一 

 住   所 島根県出雲市渡橋町７５１－１ 

 業   種 電気工事業 

 発 行 額 第２回無担保社債(銀行保証付)      ５０,０００,０００円 

期   間 ５年(満期一括償還) 

 資金使途 運転資金 

  ＜当社のＣＳＲ取組内容＞  

・会社周辺地区の清掃活動を定期的にボランティアで実施。地域社会の環境保全 

美化活動に貢献。 

・地域への教育活動貢献のため、地元高等学校の職場体験実習を積極的に受け入れて 

 いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島 根 県 



 

（１）プレミアム型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 東宝企業 株式会社 

 代 表 者 代表取締役 宇崎 孝也 

 住   所 鳥取県倉吉市大正町２丁目９０番地 

 業   種 小売業(スーパーマーケット) 

 発 行 額 第３回無担保社債(銀行保証付)     ２００,０００,０００円 

期   間 ５年(満期一括償還) 

 資金使途 運転資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ＣＳＲ型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 株式会社 明石住建 

 代 表 者 代表取締役 渡辺 喜夫 

 住   所 兵庫県明石市大明石町１丁目２－３７ 

 業   種 建築工事業 

 発 行 額 第７回無担保社債(銀行保証付)      １００,０００,０００円  

期   間 ３年(満期一括償還) 

 資金使途 運転資金 

  ＜当社のＣＳＲ取組内容＞  

・ＩＫＵ－ＲＥＡＲ子育てハウスと銘打ち｢子育てハウス｣をコンセプトとした住宅を 

 手掛けることで、子育て支援となる活動を実施している。 

・小児がんと闘う子供たちやその家族のために作られた、日本で初めての専門治療 

 施設｢チャイルド・ケモ・ハウス｣へ寄付。毎年の恒例行事として社会的責任を果た

している。 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 

兵 庫 県 



２．当行の取扱う私募債５商品と特長 

銀行保証付私募債 主な特長 

 

プレミアム型 
企業の財務健全性、なかでも企業規模（純資産額５億円以上）

をより重視する私募債。（Ｈ２０年１０月～） 

ＣＳＲ型 
一定の基準と企業が行う「ＣＳＲ活動」の取り組みを評価する

私募債。（Ｈ１８年１月～） 

エコ型 
ＣＳＲ型私募債の基準に加えて、環境にかかる公的認証を取得

していることが条件の私募債。（Ｈ２０年１０月～） 

グロース型 
一定の基準と企業の成長力（売上高および利益の伸長率）を評

価する私募債。（Ｈ１８年１月～） 

信用保証協会共同保証付私募債 
銀行および公的機関である信用保証協会が定める一定の基準を

適用する私募債。（Ｈ１２年９月～） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


